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献血血液の研究開発等への使用に関する公募の実施について （周知依頼）

平素より， 本会の事業推進にご協力を賜りまして， 誠にありがとうございます．
さて， 令和２年９月２９日付にて， 日本赤十字社より， 献血血液の研究開発等への使用に関す
る公募の実施について， 別添の通り， 周知依頼がありましたので， 貴会の会員各位に周知
の程よろしくお願いします．

　　

関連ＵＲＬは下記の通りで「ず．
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｒｃ．ｏｒ．ｉｐ／ａｃｔｉｖｉｔｙ／ｂｒｏｏｄ／ｋｏｕｂｏ／

　

なお， 詳細は， 日本赤十字社

　

公募担当窓口

　

日本赤十字社血液事業本部技術部製造管
理課 （電話：０３－５２５３‐１１１１］ にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます．

本件の担当

　　　　

日本医学会事務局
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日本赤十字社

血液事業本部長

　

高橋
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献血血液の研究開発等への使用に関する公募の実施について

　

日本赤十字社の血液事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　

献血血液の研究開発等への使用については、「「安全な血液製剤の安定供給の確保等に

関する法律第 １２ 条に規定する採血等の制限の考え方について」 の一部改正について」
（令和２年８月２６日付薬生血発０８２６第３号厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課長

通知） により 「献血血液等の研究開発等への使用に関する指針 （平成２４年８月１日付

薬食発０８０１第２号）（平成２９年８月一部改正）」 が廃止され、 採血等の制限の基本的な

考え方とともに、採血の制限の例外及び製造の制限の例外について整理されたところで
す。

　

日本赤十字社では、この状況を踏まえ、献血者の善意により得られた血液を無駄にせ

ず有効かつ適正に利用することは、血液製剤の有効性・安全性又は献血の安全性の向上

及び国の公衆衛生の向上につながることから、引き続き献血血液の研究開発等への使用

に関する公募を実施いたします。

　

つきましては、 下記ＵＲＬにて公募詳細をご案内しておりますので、 貴職におかれまし

ても、貴機関内又は貴団体管下における血液製剤の安全性向上等に関する研究開発等に

携わる関連団体に対し周知していただきますよう、 よろしくお願いいたします。

　

なお、これまで皆様より頂きました、献血血液の研究開発等への使用に対するご意見、
ご要望を踏まえ、本事業を継続的に実施するにあたり、来年度以降に運用や費用等を変

更させていただく予定としており、別途通知させていただきますので、 ご了承賜ります

ようお願い申し上げます。

日本赤十字社ＨＰ
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問合せ先：日本赤十字社

　

公募担当窓ロ

日本赤十字社血液事業本部技術部製造管理課
メ ーノレア ド レス
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